
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◦
効
率
的
な
行
政
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▪
歴
史
的
な
つ
な
が
り

　

東

※

三
河
８
市
町
村
は
、
海
や
山
に
囲
ま

れ
た
地
形
的
な
特
性
を
背
景
に
、
県
内
に

お
い
て
も
独
特
な
風
土
や
文
化
を
育
み
、

古
く
か
ら
互
い
に
支
え
合
っ
て
歩
ん
で
き

ま
し
た
。※【
東
三
河
８
市
町
村
】豊
橋
市
、豊
川
市
、

蒲
郡
市
、新
城
市
、田
原
市
、設
楽
町
、東
栄
町
、豊
根
村

▪
取
り
巻
く
環
境
の
変
化

　

現
在
、
私
た
ち
は
人
口
減
少
や
高
齢
化

な
ど
個
々
の
市
町
村
で
は
対
応
が
困
難
な

課
題
に
直
面
し
て
お
り
、
将
来
に
向
け
て

早
急
な
対
応
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

▪
新
た
な
連
携
体
制
の
構
築

　
『
東
三
河
は
ひ
と
つ
』
と
い
う
合
言
葉

の
も
と
、

◦
将
来
に
わ
た
り
持
続
的
に
発
展
す
る

◦
誰
も
が
本
当
の
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る

◦
子
ど
も
た
ち
が
希
望
を
持
っ
て
夢
を
描

く
こ
と
が
で
き
る

　

こ
の
よ
う
な
東
三
河
を
実
現
す
る
た

め
、
広
域
連
合
の
設
立
を
目
指
し
ま
す
。

　

広
域
連
合
と
は
複
数
の
県

や
市
町
村

が
、
行
政
区
域
に
と

ら
わ
れ
ず
、
広
域
的

な
地
域
づ
く
り
や
住

民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

な
ど
を
主
体
的
に
取

り
組
む
こ
と
を
目
的

に
設
立
す
る
組
織
で

す
。

❶
新
た
な
地
方
行
政
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー

を
目
指
し
ま
す
。

　

全
国
に
例
の
な
い
総
合
的
な
広
域
連
合

を
設
立
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
広
域
的
な
課
題

に
取
り
組
み
ま
す
。
こ
う
し
た
取
り
組
み

を
通
し
、
東
三
河
か
ら
全
国
に
向
け
て
新

た
な
地
方
行
政
の
形
を
発
信
し
ま
す
。

❷
東
三
河
が
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
地
域
力

を
高
め
ま
す
。

　

東
三
河
８
市
町
村
は
、
自
然
や
農
業
、

観
光
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
魅
力
的
な
特
長

を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
東
三
河

を
将
来
に
わ
た
っ
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る

た
め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
一
致
団
結
し
て

「
地
域
力
」
を
高
め
ま
す
。

◦
一
体
的
な
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◦
質
の
高
い
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

約76.6万人

約65.4万人

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%
H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

30年で
約11万人減少

平成22年を基準とした
総人口の増減率の推計

名古屋市
尾張
西三河
東三河

増
減
率

約22%

約34%

40%

35%

30%

25%

20%

15%
H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

30年後には
3人に1人が
高齢者に

高齢化率の推計

65
歳
以
上
人
口
／
総
人
口

東三河

出典：国立社会保障・人口問題研究所
　「日本の地域別将来推計人口」

　（平成25年3月推計）
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東
三
河
は
ひ
と
つ　

持
続
可
能
な
発
展
を
目
指
し
て

～
広
域
連
合
の
設
立
に
向
け
て
～

▼
東
三
河
広
域
協
議
会　

広
域
連
合
設
立
準
備
室

☎（
０
５
３
２
）51
局
２
３
７
７

▼
田
原
市
政
策
推
進
課  

☎
23
局
３
５
０
７

　

広
域
連
合
の
必
要
性

　

広
域
連
合
っ
て
な
に
？

　

東
三
河
が
目
指
す
広
域
連
合

　

と
は
？

　

広
域
連
合
が
で
き
る
と

　

ど
う
な
る
の
？

　

広
域
連
合
と
県・市
町
村
の

　

役
割
分
担

広域連合
のしごと

県のしごと 市町村のしごと

（新たな広域連携）

（権限移譲） （共同処理）

Ｂ Ｃ

Ｂ Ｃ

Ａ

【Ａ】単独の市町村では実施が困難である広域的な事業（新たな広域連携）
【Ｂ】県の事業のうち、広域連合が行うことで住民サービスが向上する事業（権限移譲）
【Ｃ】市町村の事業のうち、広域連合が行うことで効率が良くなる事業（共同処理）


